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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の端面に入射された光を他方の端面及び前記一方の端面と前記他方の端面とを繋ぐ
側面の光出射部から出射すると共に一方の端面と他方の端面とが互いに密接するように形
成され、端面同士を当接させて隣接するように配設された複数の柱状の導光体と、
　隣接する前記導光体のうちの一方に形成された第１の位置決め部と、
　隣接する前記導光体の端面同士が密接し、かつ、隣接する前記導光体の光出射部を有す
る側面が面一で前記第１の位置決め部と係合するように、隣接する前記導光体のうちの他
方に形成された第２の位置決め部と、
を備え、
　前記第１の位置決め部は、隣接する前記導光体のうちの一方の側面に配設された第１の
係合部材で形成され、前記第２の位置決め部は、隣接する前記導光体のうちの他方の側面
に配設され、前記第１の係合部材と係合する第２の係合部材で形成されていることを特徴
とする導光体ユニット。
【請求項２】
　前記第１の係合部材は凸状部を有し、前記第２の係合部材には前記凸状部に対応する形
状の貫通孔又は非貫通孔が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の導光体ユニ
ット。
【請求項３】
　前記第１の係合部材は凸状部を有し、前記第２の係合部材には前記凸状部が係合するス
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リットが形成されていることを特徴とする請求項１に記載の導光体ユニット。
【請求項４】
　前記第１の位置決め部は隣接する前記導光体のうちの一方に複数配設され、前記第２の
位置決め部は隣接する前記導光体のうちの他方に前記第１の位置決め部と同数配設されて
いることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の導光体ユニット。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の導光体ユニットを備えたイメージセンサ。
【請求項６】
　前記導光体ユニットを収容する収容部を備え、
　前記収容部は、前記第１及び第２の位置決め部を支持して前記導光体ユニットを収容す
ることを特徴とする請求項５に記載のイメージセンサ。
【請求項７】
　直線的に配設された複数のセンサを備え、
　前記導光体の側面には、入射された光を拡散する光拡散層が形成されており、
　前記光拡散層は、前記センサの配設方向と同じ方向に一列に形成されていることを特徴
とする請求項５又は６に記載のイメージセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導光体ユニット及びイメージセンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　イメージスキャナなどの機器に用いられる密着イメージセンサは、光源からの光を原稿
面の主走査方向に直線状に出射する導光体を備えている。導光体は、アクリルやポリカー
ボネートなどの透明樹脂から形成され、従来、押出成型などによって形成されている。
【０００３】
　密着イメージセンサには、円柱状の導光体が、その長手方向が主走査方向となるように
配設されたものがある。この種の密着イメージセンサでは、光を導光体の端面に入射し、
導光体の側面の出射部分から出射させる。そのため、導光体の出射部分は、原稿面の主走
査方向を均一に照らすことができるように、直線状でなければならない。しかし、押出成
型では曲がり変形を起こしやすいため、一定の長さ以上の直線状の導光体を製造すること
は困難であった。
【０００４】
　これに対し、端面の形状が同一に形成された直線状の２つの導光体をイメージセンサの
筐体に固定し、それぞれの導光体の端面を揃えて当接させることによって、長い導光体を
形成することが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１４７７７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１の導光体では、２つの導光体の筐体への固定位置にずれが生じると
、導光体全体として直線状に形成されないので、原稿面の主走査方向を均一に照らすこと
ができなかった。
【０００７】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、簡単な構成で、原稿面の主走
査方向を均一に照らすことができる長尺の導光体ユニット及びこれを用いたイメージセン
サを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る導光体ユニットは、一方の端面に入射された光
を他方の端面及び一方の端面と他方の端面とを繋ぐ側面の光出射部から出射すると共に一
方の端面と他方の端面とが互いに密接するように形成され、端面同士を当接させて隣接す
るように配設された複数の柱状の導光体と、隣接する導光体のうちの一方に形成された第
１の位置決め部と、隣接する導光体の端面同士が密接し、かつ、隣接する導光体の光出射
部を有する側面が面一で第１の位置決め部と係合するように、隣接する導光体のうちの他
方に形成された第２の位置決め部と、を備える。第１の位置決め部は、隣接する導光体の
うちの一方の側面に配設された第１の係合部材で形成され、第２の位置決め部は、隣接す
る導光体のうちの他方の側面に配設され、第１の係合部材と係合する第２の係合部材で形
成されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、簡単な構成で、原稿面の主走査方向を均一に照らすことができる長尺
の導光体ユニット及びこれを用いたイメージセンサを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る密着イメージセンサの断面図である。
【図２】（ａ）は、本発明の実施の形態１に係る照明装置の分解斜視図であり、（ｂ）は
、斜視図であり、（ｃ）は、導光体ユニット内の光路の一部を示す（ｂ）のII－II断面図
である。
【図３】（ａ）は、本発明の実施の形態１に係る第１の導光体の端部の正面図であり、（
ｂ）は、右側面図である。
【図４】（ａ）は、本発明の実施の形態１に係る第２の導光体の端部の左側面図であり、
（ｂ）は、正面図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る第１の導光体の端部と第２の導光体の端部とが接続
された状態を示す正面図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る照明装置にスペーサが取り付けられた状態を示す斜
視図である。
【図７】（ａ）は、本発明の実施の形態２に係る第１の導光体の端部の正面図であり、（
ｂ）は、右側面図である。
【図８】（ａ）は、本発明の実施の形態２に係る第２の導光体の端部の左側面図であり、
（ｂ）は、正面図である。
【図９】本発明の実施の形態２に係る第１の導光体の端部と第２の導光体の端部とが接続
された状態を示す正面図である。
【図１０】（ａ）は、本発明の実施の形態３に係る第１の導光体の端部の正面図であり、
（ｂ）は、右側面図である。
【図１１】（ａ）は、本発明の実施の形態３に係る第２の導光体の端部の左側面図であり
、（ｂ）は、正面図である。
【図１２】本発明の実施の形態３に係る第１の導光体の端部と第２の導光体の端部とが接
続された状態を示す正面図である。
【図１３】本発明の実施の形態３に係る密着イメージセンサの断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態４に係る照明装置の斜視図である。
【図１５】本発明の実施の形態５に係る照明装置の斜視図である。
【図１６】本発明の他の実施の形態に係る密着イメージセンサの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　この発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】
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実施の形態１．
　まず、この発明の実施の形態１について説明する。
　図１に示すように、本実施の形態に係る密着イメージセンサ１０は、フレーム１１と、
透過体１２と、照明装置１５と、ロッドレンズアレイ３０と、センサＩＣ４０と、センサ
基板５０と、を備えている。
【００１３】
　フレーム１１は、透過体１２を支持すると共に、照明装置１５、ロッドレンズアレイ３
０、センサＩＣ４０、センサ基板５０を収納する筐体である。
【００１４】
　透過体１２は、原稿Ｍの原稿台であり、プラスチック又はガラスなどで形成された光を
透過する透明な板状部材である。
【００１５】
　照明装置１５は、図１の破線矢印のように、後述する導光体の光出射部から透過体１２
に向けて光を出射する装置である。光は、原稿Ｍの読み取り幅方向、すなわち図１のＸ軸
方向である主走査方向にわたって出射される。
【００１６】
　ロッドレンズアレイ３０は、原稿Ｍで反射した光を収束するレンズ体から構成されてい
る。
【００１７】
　センサＩＣ４０は、ロッドレンズアレイ３０で収束した光を受光して、光電変換する受
光素子で形成されている。センサＩＣ４０は、図１のＸ軸方向である主走査方向に直線的
に、複数配設されている。センサ基板５０は、センサＩＣ４０を搭載する基板である。セ
ンサ基板５０は、外部に画像信号を出力する。
【００１８】
　次に、照明装置１５について、詳細に説明する。図２（ａ）～（ｃ）に示すように、照
明装置１５は、導光体ユニット２０と、発光ダイオードユニット２５と、ホルダ２９と、
を備える。
【００１９】
　図２（ａ）に示すように、導光体ユニット２０は、第１の導光体２１と、第２の導光体
２２と、第３の導光体２３と、を備える。第１～第３の導光体２１、２２、２３は、例え
ばアクリル、ポリカーボネートなどの透明な樹脂から形成され、等しい直径を有する円柱
状の部材である。導光体ユニット２０は、第１～第３の導光体２１、２２、２３が、それ
ぞれの中心軸線Ｃ１が一致し、それぞれの側面が面一になるように直列に配設されて形成
されている。
【００２０】
　また、図２（ａ）及び図２（ｂ）に示すように、導光体ユニット２０の第１～第３の導
光体２１、２２、２３の側面には、導光体の中心軸線Ｃ１方向にわたって、一列になるよ
うに、光拡散層２４が形成されている。光拡散層２４は、例えば、導光体の表面に白色イ
ンク等が塗布されて形成された塗装膜である。
【００２１】
　尚、後述するように、発光ダイオードユニット２５から出射された光が、導光体ユニッ
ト２０の端部に入射するが、その光は、導光体ユニット２０の端部から離れるにつれて減
衰する。そのため、光拡散層２４は、導光体ユニット２０の光出射部から光が均一に出射
されるように、導光体ユニット２０の端部近傍では間隔を空けて、中心付近では間隔を狭
めてあるいは大きな面積で形成されている。
【００２２】
　図２（ａ）に示すように、第１の導光体２１は、第２の導光体２２と当接する側の端面
２１１近傍の側面に、一対の第１の嵌合部材２８Ａ、２８Ａを備えている。一対の第１の
嵌合部材２８Ａ、２８Ａは、位置決め手段としての役割を果たし、第１の導光体２１の側
面の、中心軸線Ｃ１に対して対称な位置に接着剤などで固着されている。
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【００２３】
　図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、第１の嵌合部材２８Ａは、一面が第１の導光
体２１の側面形状に対応するように凹状に形成された、略直方体状の部材である。第１の
嵌合部材２８Ａは、円形の貫通孔２８ａを有している。貫通孔２８ａは、貫通孔２８ａの
中心軸線Ｃ２が第１の導光体２１の中心軸線Ｃ１と同じ向きになるように形成されている
。
【００２４】
　図２（ａ）に戻り、第２の導光体２２は、第１の導光体２１と当接する側の端面２２２
近傍の側面に、一対の第２の嵌合部材２８Ｂ、２８Ｂを備えている。一対の第２の嵌合部
材２８Ｂ、２８Ｂは、位置決め手段としての役割を果たし、第２の導光体２２の側面の、
中心軸線Ｃ１に対して対称な位置に接着剤などで固着されている。
【００２５】
　図４（ａ）及び図４（ｂ）に示すように、第２の嵌合部材２８Ｂは、一面が第２の導光
体２２の側面形状に対応するように凹状に形成された、略直方体状の部材である。第２の
嵌合部材２８Ｂは、第１の導光体２１の貫通孔２８ａと略同じ直径で形成された円柱状の
嵌入部２８ｂを有している。嵌入部２８ｂは、嵌入部２８ｂの中心軸線Ｃ３が第２の導光
体２２の中心軸線Ｃ１と同じ向きになるように、配設されている。
【００２６】
　また、嵌入部２８ｂは、嵌入部２８ｂの中心軸線Ｃ３と第２の導光体２２の中心軸線Ｃ
１との距離が、第１の導光体２１に配設された第１の嵌合部材２８Ａの貫通孔２８ａの中
心軸線Ｃ２と第１の導光体２１の中心軸線Ｃ１との距離と同一なるように、第２の嵌合部
材２８Ｂに配設されている。
【００２７】
　第２の導光体２２は、図２（ａ）に示すように、さらに、第３の導光体２３と当接する
側の面２２１近傍の側面に、一対の第１の嵌合部材２８Ａ、２８Ａを備えている。一対の
第１の嵌合部材２８Ａ、２８Ａは、第２の導光体２２の側面の、中心軸線Ｃ１に対して対
称な位置に接着剤などで固着されている。
【００２８】
　また、第３の導光体２３は、第２の導光体２２と当接する側の端面２３２近傍の側面に
、一対の第２の嵌合部材２８Ｂ、２８Ｂを備えている。一対の第２の嵌合部材２８Ｂ、２
８Ｂは、第３の導光体２３の側面の、中心軸線Ｃ１に対して対称な位置に接着剤などで固
着されている。
【００２９】
　尚、第１～第３の導光体２１、２２、２３に配設された一対の第１の嵌合部材２８Ａ、
２８Ａ、及び第２の嵌合部材２８Ｂ、２８Ｂは、各導光体からの光の出射を妨げないよう
に、第１～第３の導光体２１、２２、２３の側面の光拡散層２４が形成された位置から中
心軸線Ｃ１を中心にして、例えば９０度異なる位置に固着されている。
【００３０】
　図２（ａ）に示すように、発光ダイオードユニット２５は、基板２６に発光ダイオード
２７を実装した光源である。
【００３１】
　図２（ａ）及び図２（ｃ）に示すように、ホルダ２９は、貫通孔２９ａを有し、発光ダ
イオード２７が出射する光が、確実に導光体ユニット２０の端部に入射されるように、貫
通孔２９ａの一方の開口で導光体ユニット２０の端部を支持し、他方の開口で発光ダイオ
ードユニット２５を支持する部材である。
【００３２】
　照明装置１５は、以上のように構成された第１～第３の導光体２１、２２、２３、発光
ダイオードユニット２５、及びホルダ２９を、以下のように組立てることにより構成され
る。
【００３３】
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　まず、第１の導光体２１の端面２１１、又は第２の導光体２２の端面２２２に、ＵＶ硬
化樹脂などの透明な接着剤（図示せず）を塗布する。次に、第１の導光体２１の第１の嵌
合部材２８Ａの貫通孔２８ａと、第２の導光体２２の第２の嵌合部材２８Ｂの嵌入部２８
ｂとを位置合わせする。そして、第１の導光体２１の端面２１１と第２の導光体２２の端
面２２２を近接させ、第２の嵌合部材２８Ｂの嵌入部２８ｂを第１の嵌合部材２８Ａの貫
通孔２８ａに挿入する。さらに、第１の導光体２１の端面２１１と第２の導光体２２の端
面２２２を近接させ、図５に示すように、互いの端面の外周が揃うように端面同士を当接
させる。これにより、第１の導光体２１の端面２１１と第２の導光体２２の端面２２２と
が接着剤により接合される。また、第１の導光体２１の側面と第２の導光体２２の側面が
面一となる。
【００３４】
　次に、第２の導光体２２と第３の導光体２３を、上述の第１の導光体２１と第２の導光
体２２とを接合した手順との同様の手順で接合する。
【００３５】
　最後に、ホルダ２９の一方の開口に、第１の導光体２１の端部又は第３の導光体２３の
端部を挿入し、他方の開口に発光ダイオードユニット２５を取り付ける。
【００３６】
　以上のように組み立てられた照明装置１５には、図１及び図６に示すように、第１の嵌
合部材２８Ａと第２の嵌合部材２８Ｂとを覆うように、スペーサ６０が配設される。スペ
ーサ６０は、照明装置１５をフレーム１１に取り付けるための係合手段である。照明装置
１５は、図１に示すように、フレーム１１に形成された照明装置取付部１１Ａにスペーサ
６０を係合してフレーム１１に取り付けられる。
【００３７】
　以上のようにして、イメージセンサ１０は、組み立てられる。尚、図１に示すように、
照明装置１５がフレーム１１に配設されたとき、照明装置１５は、導光体ユニット２０の
中心軸線Ｃ１が、図１のＸ軸方向である主走査方向と一致するようにフレーム１１に配設
される。また、導光体ユニット２０の側面に形成された光拡散層２４も、同様にＸ軸方向
である主走査方向に一列に配設される。
【００３８】
　次に、以上のように構成された密着イメージセンサ１０の動作について説明する。密着
イメージセンサ１０の図示しない電源をＯＮすると、図２（ｃ）に示すように、発光ダイ
オード２７は光を出射する。出射された光は、導光体ユニット２０に入射し、長手方向、
すなわち導光体ユニット２０の中心軸線Ｃ１方向に全反射を繰り返しながら伝播する。
【００３９】
　導光体ユニット２０内を伝播する光の一部は、導光体ユニット２０の側面に形成された
光拡散層２４に到達する。光拡散層２４に到達した光は、乱反射し、その一部が、導光体
ユニット２０の側面の光拡散層２４が形成された位置から中心軸線Ｃ１を中心にして約１
８０度異なる位置である光出射部から外部へ出射される（図１の破線矢印、及び図２（ｃ
）参照）。このとき、上述のとおり、導光体ユニット２０の側面に形成された光拡散層２
４は、Ｘ軸方向に一列に配設されている。そのため、光出射部は、拡散層２４からの光に
よって、導光体ユニット２０の側面に、Ｘ軸方向かつ直線状に形成される。そして、導光
体ユニット２０は、光出射部からＸ軸に垂直な方向に直線状の光を出射する。導光体ユニ
ット２０の光出射部から出射された光は、図１に示す破線矢印のように透過体１２を透過
し、原稿Ｍを、Ｘ軸方向である主走査方向に直線状かつ均一に照らす。
【００４０】
　導光体ユニット２０から照射されて原稿Ｍにより反射された光は、ロッドレンズアレイ
３０で収束される。ロッドレンズアレイ３０で収束された光は、センサ基板５０のセンサ
ＩＣ４０で光電変換される。センサ基板５０は、外部に画像信号を出力する。
【００４１】
　以上説明したように、本実施形態の導光体ユニット２０の、第１～第３の導光体２１、
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２２、２３には、位置決め手段として、第１の嵌合部材２８Ａと第２の嵌合部材２８Ｂの
いずれか一方又は双方が配設されている。そのため、嵌合部材２８Ａと嵌合部材２８Ｂと
を嵌合させれば、容易に、各導光体の端面の外形が揃うように端面同士を当接させること
ができ、また、各導光体の光出射部を有する側面を面一にすることができる。
【００４２】
　また、導光体ユニット２０の光拡散層２４は、主走査方向にわたって、一列に配置され
ているので、導光体ユニット２０は、原稿面の主走査方向を直線状の光で均一に照らすこ
とできる。
【００４３】
実施の形態２．
　次に、この発明の実施の形態２について説明する。
【００４４】
　密着イメージセンサ１０の基本的な構成は、実施の形態１と同様である。この実施の形
態２では、導光体ユニット２０の嵌合部材の形状が上記実施の形態１とは異なる。
【００４５】
　図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように、第１の導光体２１は、第２の導光体２２と当
接する側の端面２１１近傍の側面に、第１の嵌合部材２８Ａ及び第３の嵌合部材７３を備
えている。第１の嵌合部材２８Ａ及び第３の嵌合部材７３は、位置決め手段としての役割
を果たし、第１の導光体２１の側面の、中心軸線Ｃ１に対して対称な位置に接着剤などで
固着されている。
【００４６】
　図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように、第１の嵌合部材２８Ａは、実施の形態１で説
明したものと同一のものである。
【００４７】
　図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように、第３の嵌合部材７３は、一面が第１の導光体
２１の側面形状に対応するように凹状に形成された、略直方体状の部材である。第３の嵌
合部材７３は、溝７３ｃを有している。また、図７（ｂ）に示すように、溝７３ｃは、第
１の導光体２１の半径方向、かつ、第１の導光体２１の中心軸線Ｃ１と同じ向きに形成さ
れている。
【００４８】
　図８（ａ）及び図８（ｂ）に示すように、第２の導光体２２は、第１の導光体２１と当
接する側の端面２２２近傍の側面に、一対の第２の嵌合部材２８Ｂ、２８Ｂを備えている
。一対の第２の嵌合部材２８Ｂ、２８Ｂは、位置決め手段としての役割を果たし、第２の
導光体２２の側面の、中心軸線Ｃ１に対して対称な位置に接着剤などで固着されている。
また、第２の嵌合部材２８Ｂは、実施の形態１で説明したものと同一のものである。
【００４９】
　以上のように構成された第１の導光体２１と第２の導光体２２は、実施の形態１と同様
に接合される。尚、図９に示すように、第３の嵌合部材７３の溝７３ｃと、第２の嵌合部
材２８Ｂの嵌入部２８ｂとは、第１及び第２の導光体２１、２２の半径方向に遊びがある
状態で係合する。
【００５０】
　以上説明したように、本実施形態の導光体ユニット２０によれば、嵌め込まれる側の嵌
合部材の一方が孔で構成され、他方が溝で構成されているので、導光体及び嵌合部材に寸
法誤差がある場合でも、嵌合部材同士を嵌合させることができる。
【００５１】
実施の形態３．
　次に、この発明の実施の形態３について説明する。
【００５２】
　密着イメージセンサ１０の基本的な構成は、実施の形態１と同様である。この実施の形
態３では、導光体ユニットの導光体の端部に嵌合部位を形成した点で、上記実施の形態１
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とは異なる。
【００５３】
　図１０（ａ）及び図１０（ｂ）に示すように、第１の導光体２１の第２の導光体２２と
当接する側の端面２１１には、位置決め手段としての役割を果たす、中心軸線をＣ１とす
る側面から見て正六角形の、凹部８１が形成されている。
【００５４】
　図１１（ａ）及び図１１（ｂ）に示すように、第２の導光体２２の第１の導光体２１と
当接する側の端面２２２には、位置決め手段としての役割を果たす、中心軸線をＣ１とす
る側面から見て正六角形の、凸部８２が形成されている。
【００５５】
　また、凸部８２は、第１の導光体２１の凹部８１に嵌合するように、ほぼ同じ大きさで
形成されている。
【００５６】
　以上のように構成された第１の導光体２１と第２の導光体２２は、以下のように接続さ
れる。まず、第１の導光体２１の端面２１１、又は第２の導光体２２の端面２２２に、Ｕ
Ｖ硬化樹脂などの透明な接着剤（図示せず）を塗布する。次に、第１の導光体の凹部８１
と、第２の導光体２２の凸部８２とを位置合わせする。そして、第１の導光体２１の端面
２１１と第２の導光体２２の端面２２２を近接させ、凸部８２を凹部８１ａに挿入する。
さらに、第１の導光体２１の端面２１１と第２の導光体２２の端面２２２を近接させ、図
１２に示すように、互いの端面の外周が揃うように端面同士を当接させる。これにより、
第１の導光体２１の端面２１１と第２の導光体２２の端面２２２とが接着剤により接合さ
れる。
【００５７】
　また、図１０（ａ）に示すように、第１の導光体２１の側面には、凸状部材８５が配設
されている。図１３に示すように、照明装置１５には、凸状部材８５を覆うように、スペ
ーサ８６が配設される。スペーサ８６は、照明装置１５をフレーム１１に取り付けるため
の係合手段である。照明装置１５は、図１３に示すように、フレーム１１に形成された照
明装置取付部１１Ａにスペーサ８６を係合してフレーム１１に取り付けられる。
【００５８】
　以上説明したように、本実施の形態３の導光体ユニットによれば、実施の形態１のよう
に、導光体の側面に嵌合部材を配設する必要がないので、実施の形態１に比べて部品点数
を削減することができる。
【００５９】
実施の形態４．
　次に、この発明の実施の形態４について説明する。
【００６０】
　密着イメージセンサ１０の基本的な構成は、実施の形態１と同様である。この実施の形
態４では、導光体ユニットを構成する導光体の数が２本である点で、上記実施の形態１と
は異なる。
【００６１】
　図１４に示すように、照明装置１００は、導光体ユニット１０１と、発光ダイオードユ
ニット２５と、ホルダ２９と、を備える。
【００６２】
　導光体ユニット１０１は、実施の形態１の導光体と同様に形成された導光体を２本備え
ている。導光体ユニット１０１は、第１の導光体１１０と、第２の導光体１２０とが、そ
れぞれの中心軸線Ｃ１が一致し、それぞれの側面が面一になるように、端面同士を当接さ
せて隣接するように直列に配設されて形成されている。
【００６３】
　第１の導光体１１０は、実施の形態１の第１の導光体２１と同様に、第２の導光体１２
０と当接する側の端面近傍の側面に、一対の第１の嵌合部材２８Ａ、２８Ａを備えている
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。
【００６４】
　第２の導光体１２０は、実施の形態１の第２の導光体２２と同様に、第１の導光体１１
０側の端面近傍の側面に、一対の第２の嵌合部材２８Ｂ、２８Ｂを備えている。
【００６５】
　第１の導光体１１０と第２の導光体１２０は、実施の形態１で説明した手順と同様の手
順で接合されている。
【００６６】
　以上説明したように、本実施の形態４の導光体ユニットによれば、実施の形態１のよう
に、導光体の数は３本に限定されるものではなく、２本であってもよい。
【００６７】
実施の形態５．
　次に、この発明の実施の形態５について説明する。
【００６８】
　密着イメージセンサ１０の基本的な構成は、実施の形態１と同様である。この実施の形
態５では、導光体ユニットを構成する導光体の数がｎ（ｎは３以上の整数）本である点で
、上記実施の形態１とは異なる。
【００６９】
　図１５に示すように、照明装置１５０は、導光体ユニット２００と、発光ダイオードユ
ニット２５と、ホルダ２９と、を備える。
【００７０】
　導光体ユニット２００は、実施の形態１の導光体と同様に形成された導光体をｎ（ｎは
３以上の整数）本備えている。導光体ユニット２００は、第１の導光体２１０と、第３の
導光体２３０と、第１の導光体２１０と第３の導光体２３０との間に配設された（ｎ－２
）本の第２の導光体２２０が、それぞれの中心軸線Ｃ１が一致し、それぞれの側面が面一
になるように、端面同士を当接させて隣接するように直列に配設されて形成されている。
【００７１】
　第１の導光体２１０は、実施の形態１の第１の導光体２１と同様に、第２の導光体２２
０と当接する側の端面近傍の側面に、一対の第１の嵌合部材２８Ａ、２８Ａを備えている
。
【００７２】
　第２の導光体２２０は、実施の形態１の第２の導光体２２と同様に、第１の導光体２１
０側の端面近傍の側面に、一対の第２の嵌合部材２８Ｂ、２８Ｂを備えている。また、第
２の導光体２２０は、同様に、第３の導光体２３０側の端面近傍の側面に、一対の第１の
嵌合部材２８Ａ、２８Ａを備えている。
【００７３】
　第３の導光体２３０は、実施の形態１の第３の導光体２３と同様に、第２の導光体２２
０と当接する側の端面近傍の側面に、一対の第２の嵌合部材２８Ｂ、２８Ｂを備えている
。
【００７４】
　第１の導光体２１０と第２の導光体２２０と第３の導光体２３０は、実施の形態１で説
明した手順と同様の手順で接合されている。
【００７５】
　以上説明したように、本実施の形態５の導光体ユニットによれば、実施の形態１のよう
に、導光体の数は３本に限定されるものではなく、それ以上の本数であってもよい。
【００７６】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、この発明は上述した実施の形態に限定
されず、種々の変形および応用が可能である。例えば、上述した実施の形態では、導光体
を円柱状としたが、導光体の端面及び断面の形状等は特に限定されるものではなく、四角
柱などの多角柱であってもよい。また、図１５に示すように、円柱状の導光体の側面を中
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心軸線Ｃ１と平行な方向にカットして平面部を形成した形状であってもよい。
【００７７】
　また、上述した実施の形態の第２の導光体２２、２２０は、２種類の嵌合部材、すなわ
ち、一方の端部近傍に第１の嵌合部材２８Ａ、他方の端部近傍に第２の嵌合部材２８Ｂを
備えていたが、これに限定されるものではない。隣接する導光体のうちの一方に第１の嵌
合部材２８Ａが配設され、他方に第２の嵌合部材２８Ｂが配設されて、これらの嵌合部材
同士が嵌合するようにすれば、第２の導光体２２、２２０は、両端近傍に、同一の嵌合部
材を備えていてもよい。
【符号の説明】
【００７８】
　１０　　密着イメージセンサ
　１１　　フレーム
　１２　　透過体
　１５　　照明装置
　２０　　導光体ユニット
　２１　　第１の導光体
　２１１　端面
　２２　　第２の導光体
　２２１　端面
　２２２　端面
　２３　　第３の導光体
　２３２　端面
　２４　　光拡散層
　２５　　発光ダイオードユニット
　２６　　基板
　２７　　発光ダイオード
　２８Ａ　第１の嵌合部材
　２８ａ　貫通孔
　２８Ｂ　第２の嵌合部材
　２８ｂ　嵌入部
　２９　　ホルダ
　２９ａ　貫通孔
　３０　　ロッドレンズアレイ
　４０　　センサＩＣ
　５０　　センサ基板
　６０　　スペーサ
　７３　　第３の嵌合部材
　７３ｃ　溝
　８１　　凹部
　８２　　凸部
　８５　　凸状部材
　８６　　スペーサ
　１００　照明装置
　１０１　導光体ユニット
　１１０　第１の導光体
　１２０　第２の導光体
　１５０　照明装置
　２００　導光体ユニット
　２１０　第１の導光体
　２２０　第２の導光体
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　２３０　第３の導光体
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